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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】装着型センサ及び環境センサを使用して収集さ
れた生理学的パラメータに基づいて、従業員がどの程度
業務作業に集中しているかを推定し、且つ検出するシス
テムを提供する。
【解決手段】システムは、従業員が集中したフローの状
態（意識の上で作業に完全に没頭し、精力的に従事して
いるときの感情状態）にあるかどうかを識別する。また
、従業員が不安の状態にあるかどうか（作業の要求度／
難易度が高すぎる場合など）、又は退屈の状態にあるか
どうかを識別する。集中状態が検出されると、作業の習
熟具合や調整を監視して、集中状態を改善し（休憩の推
奨、作業の再割当て、目標の明確化）、製造環境で生産
ロットに質の低下が生じている可能性の識別や、技能訓
練の効果の測定、生産性を改善するための個人用インフ
ォマティクスの生成など、従業員の作業及び業務品質を
最適化する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のセンサ及び中央処理装置を備えるコンピュータシステムで実行されるコンピュー
タ実装方法であって、前記コンピュータ実装方法は、
　ａ．前記複数のセンサを使用して、人に関する複数の生理学的パラメータを検出するこ
とと、
　ｂ．前記中央処理装置を使用して、前記人に関して検出された複数の生理学的パラメー
タを集約することと、
　ｃ．前記中央処理装置を使用して、前記人に関して検出された前記複数の生理学的パラ
メータから複数の心理学的データのフィーチャを抽出することと、
　ｄ．前記抽出された複数の心理学的データのフィーチャを、前記人の集中状態を予測す
るための予測モデルと併せて使用し、前記人の集中状態を予測することとを含む、
　コンピュータ実装方法。
【請求項２】
　前記予測モデルは一般化モデルである、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項３】
　前記予測モデルは個人化モデルである、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項４】
　前記人が集中状態を自己報告したものを受領し、前記受領した自己報告による集中状態
に基づいて、前記予測モデルを訓練することをさらに含む、請求項１に記載のコンピュー
タ実装方法。
【請求項５】
　前記人に関して検出された前記複数の生理学的パラメータに基づいて、前記人に確認を
促すことをさらに含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項６】
　前記予測された人の集中状態を使用して、前記人に行動を推奨することをさらに含む、
請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項７】
　前記推奨される行動は休憩である、請求項６に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項８】
　前記休憩の影響を評価することをさらに含む、請求項７に記載のコンピュータ実装方法
。
【請求項９】
　前記予測された人の集中状態を使用して、前記人への通知を有効又は無効にすることを
さらに含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１０】
　前記予測された人の集中状態を使用して、前記人の稼働状況を変更することをさらに含
む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１１】
　前記複数のセンサは装着型センサを備える、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１２】
　前記複数のセンサは周辺センサを備える請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１３】
　前記複数のセンサは環境センサを備える、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１４】
　前記予測された人の集中状態を使用して、集中状態を維持するための前記人に対する個
人向けプロンプトを提供することをさらに含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法
。
【請求項１５】
　前記予測された人の集中状態を使用して、前記人による業務に関係のないアプリケーシ
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ョンへのアクセスを管理することをさらに含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法
。
【請求項１６】
　前記予測された人の集中状態を使用して、目標設定、計画又は考察アプリケーションを
構成することをさらに含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１７】
　管理ダッシュボードを使用して、前記予測された人の集中状態を管理者に報告すること
をさらに含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１８】
　前記予測された人の集中状態を報告することは、前記人に関連する生産性に関する情報
と連携して実行される、請求項１７に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１９】
　前記予測された人の集中状態に基づいて、前記人に関連する所定の産出量について注意
喚起することをさらに含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項２０】
　前記予測された人の集中状態に基づいて、前記人が受講した訓練を評価することをさら
に含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項２１】
　前記予測された人の集中状態に基づいて、前記人の職場環境を変更することをさらに含
む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項２２】
　中央処理装置及び複数のセンサを備えるコンピュータシステムにおいて実行されると、
前記コンピュータシステムに方法を実行させるプログラムであって、前記方法は、
　ａ．前記複数のセンサを使用して、人に関する複数の生理学的パラメータを検出するこ
とと、
　ｂ．前記中央処理装置を使用して、前記人に関して検出された前記複数の生理学的パラ
メータを集約することと、
　ｃ．前記中央処理装置を使用して、前記人に関して検出された前記複数の生理学的パラ
メータから複数の心理学的データのフィーチャを抽出することと、
　ｄ．前記抽出された複数の心理学的データのフィーチャを、前記人の集中状態を予測す
るための予測モデルと併せて使用し、前記人の集中状態を予測することとを含む、
　プログラム。
【請求項２３】
　中央処理装置、複数のセンサ、及びコンピュータシステムに方法を実行させるコンピュ
ータ可読命令一式を記憶するメモリを備える前記コンピュータシステムであって、前記方
法は、
　ａ．前記複数のセンサを使用して、人に関する複数の生理学的パラメータを検出するこ
とと、
　ｂ．前記中央処理装置を使用して、前記人に関して検出された前記複数の生理学的パラ
メータを集約することと、
　ｃ．前記中央処理装置を使用して、前記人に関して検出された前記複数の生理学的パラ
メータから複数の心理学的データのフィーチャを抽出することと、
　ｄ．前記抽出された複数の心理学的データのフィーチャを、前記人の集中状態を予測す
るための予測モデルと併せて使用し、前記人の集中状態を予測することとを含む、
　コンピュータシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　開示している実施形態は、概して生産性及び業務品質の最適化のために従業員の感情集
中の状態を検出することを目的とした生理学的検出のシステム並びに方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従業員は、生産的に作業するために自身の注意力を管理し、集中しなければならない。
しかしながら、従業員は様々な要因により、勤務時間中にその集中レベルを変えるのが一
般的である。とりわけ多くの場合、従業員は、作業の難易度が自身の技能水準や個人的又
は環境的状況とよく一致する場合に最も生産的且つ効率的に作業する。このバランスを取
ることで、従業員は集中感覚又は感情の「フロー」感覚、すなわちやりがいがあるけれど
も困難な（しかしながら達成可能な）作業に意識の上で完全に没頭し、且つ精力的に従事
しているときの感情を得ることができる。
【０００３】
　これとは対照的に、常に難しすぎる作業をこなすことは不安を生じさせる恐れがあり、
この不安は健康状態の悪化、医療費の上昇、業務品質の低下、及び業務や生産性を損なう
ことにつながる。常に簡単すぎる作業をこなしていると、従業員は職場で退屈を感じ、自
身の業務や会社に対する関心を失って、これにより不注意が発生したり、従業員の定着率
が低くなったりする恐れがある。これらの条件を特定することは、管理者が適切な作業を
適切な従業員に割り当てたり、特定の従業員に追加の技能訓練を提供する根拠を示したり
、個々の従業員が集中力を回復できる休憩を取ること（又は他の調整）を促進したり、集
中力不足により業務品質が低下する可能性がある時間帯を特定したりすることを可能にす
る上で有用である。
【０００４】
　従業員の感情集中の状態を測定するための現行の方法では、従業員に自己報告するよう
求めることが必要となるが、これは不定期であり、混乱を生じ、且つ職場では必ずしも実
行可能とはならない可能性がある。従来の技術においては、接触リードを皮膚又は頭皮に
装着することが必要となる、心電図検査（ＥＫＧ）及び脳波検査（ＥＥＧ）などのやや侵
襲的な生理学的センサの使用について更に研究されてきた。従業員の感情集中の状態につ
いてより継続性があり、あまり妨害的でない測定手段を設けることにより、従業員の業務
品質と生産性とを改善するための様々な用途に有用なデータが提供されることになる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】K. Ara et al., “Predicting flow state in daily work through con
tinuous sensing of motion rhythm,” 2009 Sixth International Conference on Netwo
rked Sensing Systems (INSS), Pittsburgh, PA, 2009, pp.1-6. http://ieeexplore.iee
e.org/abstract/document/5409930/
【非特許文献２】S. C. Muller and T. Fritz, “Stuck and Frustrated or in Flow and
 Happy: Sensing Developers’ Emotions and Progress.” 2015 IEEE/ACM 37th IEEE In
ternational Conference on Software Engineering, Florence, 2015, pp. 688-699. doi
: 10.1109/ICSE.2015.334 URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp? tp=&arn
umber=7194617&isnumber=7194545
【非特許文献３】Ane Alberdi, Asier Aztiria, Adrian Basarab, Towards an automatic
 early stress recognition system for office environments based on multimodal mea
surements: A review, Journal of Biomedical Informatics, Volume 59, 2016,　Pages 
49-75, ISSN 1532-0464, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbi.2015.11.007
【非特許文献４】Tahmine Tozman, Elisabeth S. Magdas, Hamish G. MacDougall Regina
 Vollmeyer, Understanding the psychophysiology of flow: A driving simulator expe
riment to investigate the relationship between flow and heart rate variability, 
Computers in Human Behavior, Volume 52,2015, Pages 408-418, ISSN 0747-5632, http
://dx.doi.org/10.1016/J.chb.2O15.06.023
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　本開示の技術は、人物の感情集中の状態を測定するための従来の方法に関連する上記及
び他の問題における１又は複数の問題を、実質的に回避する方法並びにシステムを提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本明細書に記載している本発明の概念における１つの態様によれば、複数のセンサ及び
中央処理装置を組み込んだコンピュータシステムで実行されるコンピュータ実装方法が提
供され、前記コンピュータ実装方法は、前記複数のセンサを使用して、人に関する複数の
生理学的パラメータを検出することと、前記中央処理装置を使用して、前記人に関して検
出された複数の生理学的パラメータを集約することと、前記中央処理装置を使用して、前
記人に関して検出された複数の生理学的パラメータから複数の心理学的データのフィーチ
ャ（ｆｅａｔｕｒｅ）を抽出することと、前記抽出された複数の心理学的データのフィー
チャを、人の集中状態を予測するための予測モデルと併せて使用し、前記人の集中状態を
予測することと、を含む。
【０００８】
　１又は複数の実施形態では、生成されるモデルは一般化モデルである。
【０００９】
　１又は複数の実施形態では、生成されるモデルは個人化モデルである。
【００１０】
　１又は複数の実施形態では、前記方法は、人が集中状態を自己報告したものを受領する
ことであって、人の集中状態を予測するために生成されるモデルは、受領した人の自己報
告による集中状態にさらに基づいている、ことをさらに含む。
【００１１】
　１又は複数の実施形態では、前記方法は、人に関して検出された複数の生理学的パラメ
ータに基づいて、人に確認を促すことをさらに含む。
【００１２】
　１又は複数の実施形態では、前記方法は、予測された人の集中状態を使用して、人に行
動を推奨することをさらに含む。
【００１３】
　１又は複数の実施形態では、前記推奨される行動は休憩である。
【００１４】
　１又は複数の実施形態では、前記方法は、休憩の影響を評価することをさらに含む。
【００１５】
　１又は複数の実施形態では、前記方法は、予測された人の集中状態を使用して、人への
通知を有効又は無効にすることをさらに含む。
【００１６】
　１又は複数の実施形態では、前記方法は、予測された人の集中状態を使用して、人の稼
働状況を変更することをさらに含む。
【００１７】
　１又は複数の実施形態では、前記複数のセンサは装着型センサを備える。
【００１８】
　１又は複数の実施形態では、前記複数のセンサは周辺センサを備える。
【００１９】
　１又は複数の実施形態では、前記複数のセンサは環境センサを備える。
【００２０】
　１又は複数の実施形態では、前記方法は、予測された人の集中状態を使用して、集中状
態を維持するための人に対する個人向けプロンプトを提供することをさらに含む。
【００２１】
　１又は複数の実施形態では、前記方法は、予測された人の集中状態を使用して、人によ
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る業務に関係のないアプリケーションへのアクセスを管理することをさらに含む。
【００２２】
　１又は複数の実施形態では、前記方法は、予測された人の集中状態を使用して、目標設
定、計画又は考察アプリケーションを構成することをさらに含む。
【００２３】
　１又は複数の実施形態では、前記方法は、管理ダッシュボードを使用して、予測された
人の集中状態を管理者に報告することをさらに含む。
【００２４】
　１又は複数の実施形態では、前記予測された人の集中状態を報告することは、人に関連
する生産性に関する情報と連携して実行される。
【００２５】
　１又は複数の実施形態では、前記方法は、予測された人の集中状態に基づいて、人に関
連する所定の産出量について注意喚起することをさらに含む。
【００２６】
　１又は複数の実施形態では、前記方法は、予測された人の集中状態に基づいて、人が受
講した訓練を評価することをさらに含む。
【００２７】
　１又は複数の実施形態では、前記方法は、予測された人の集中状態に基づいて、人の職
場環境を変更することをさらに含む。
【００２８】
　本明細書に記載している本発明の概念における別の態様によれば、中央処理装置及び複
数のセンサを組み込んだコンピュータシステムにおいて実行されると、前記コンピュータ
システムに方法を実行させるプログラムが提供され、前記方法は、前記複数のセンサを使
用して、人に関する複数の生理学的パラメータを検出することと、前記中央処理装置を使
用して、前記人に関して検出された複数の生理学的パラメータを集約することと、前記中
央処理装置を使用して、人に関して検出された複数の生理学的パラメータから複数の心理
学的データのフィーチャを抽出することと、前記抽出された複数の心理学的データのフィ
ーチャを、人の集中状態を予測するための予測モデルと併せて使用し、前記人の集中状態
を予測することと、を含む。
【００２９】
　本明細書に記載している本発明の概念におけるさらに別の態様によれば、中央処理装置
、複数のセンサ、及び前記コンピュータシステムに方法を実行させるコンピュータ可読命
令一式を記憶するメモリを組み込んだコンピュータシステムが提供され、前記方法は、前
記複数のセンサを使用して、人に関する複数の生理学的パラメータを検出することと、前
記中央処理装置を使用して、前記人に関して検出された複数の生理学的パラメータを集約
することと、前記中央処理装置を使用して、人に関して検出された複数の生理学的パラメ
ータから複数の心理学的データのフィーチャを抽出することと、前記抽出された複数の心
理学的データのフィーチャを、人の集中状態を予測するための予測モデルと併せて使用し
、前記人の集中状態を予測することと、を含む。
【００３０】
　本発明に関連するさらなる態様については、以下の説明に一部を記載し、また一部はそ
の説明から明らかとなり、又は本発明の実施によって理解されてもよい。本発明の態様は
、以下の詳細な説明及び添付の特許請求の範囲で特に指摘している要素並びに様々な要素
及び態様の組み合わせによって実現且つ達成されてもよい。
【００３１】
　上記及び下記の説明は例示的且つ説明的なものに過ぎず、特許請求の範囲に記載の発明
又はその適用を何ら限定することを意図するものではないことが理解される。
【００３２】
　添付の図面は本明細書に組み込まれ、且つその一部を構成しており、本発明の実施形態
を例示し、その説明と共に、本発明の概念の原理を説明し、且つ図示する役割を果たして
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いる。具体的には、以下のとおりである。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】図１は、生産性及び業務品質の最適化のために従業員の感情集中の状態を検出す
ることを目的とした生理学的検出のシステムの例示的な実施形態を示した図である。
【図２】図２は、生産性及び業務品質の最適化のために従業員の感情集中の状態を検出す
ることを目的とした生理学的検出のシステムの例示的な実施形態に関連して使用可能とな
る、様々な周辺装置を示した図である。
【図３】図３は、生産性及び業務品質の最適化のために従業員の感情集中の状態を検出す
ることを目的とした生理学的検出の方法並びにシステムの実施形態における、フローチャ
ートの例示的な実施形態を示した図である。
【図４】図４は、管理ダッシュボードの例示的な実施形態を示した図である。
【図５】図５は、管理ダッシュボードの例示的な実施形態を示した図である。
【図６】図６は、管理ダッシュボードの例示的な実施形態を示した図である。
【図７】図７は、生産性及び業務品質の最適化のために従業員の感情集中の状態を検出す
ることを目的とした生理学的検出のためのコンピュータシステム７００における例示的な
実施形態を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下の詳細な説明では添付の図面を参照し、ここでは同一の機能要素を同様の番号で示
している。前述の添付の図面は、限定としてではなく例示として、本発明の原理と一致す
る特定の実施形態及び実装形態を示している。これらの実装形態は、当業者が本発明を実
施することができるように十分に詳細に記載されており、また他の実装形態を利用しても
よく、様々な要素における構造変化及び／又は置換が、本発明の範囲及び趣旨から逸脱す
ることなく行われてもよいことが理解される。したがって、以下の詳細な説明については
、限定された意味で解釈すべきではない。さらに、記載している本発明の様々な実施形態
は、汎用コンピュータ上で実行されるソフトウェアの形態で、専用ハードウェアの形態で
、又はソフトウェアとハードウェアとの組み合わせで実装されてもよい。
【００３５】
　本明細書に記載している実施形態の１つの態様によれば、装着型センサ及び環境センサ
を使用して収集された生理学的パラメータに基づいて、従業員が業務作業にどれほど集中
しているかを推定し、且つ検出するソリューションが提供されている。記載している実施
形態（個人化の有無にかかわらず）では、従業員が集中したフローの状態にあるか、すな
わち、従業員が意識の上で作業に完全に没頭し、且つ精力的に従事しているときの感情状
態にあるかどうかを識別することができ、この状態は、通常、従業員の技能レベルと当該
作業の難易度とのバランスが取れているときにもたらされる。記載している実施形態では
、従業員が不安の状態にあるかどうか（たとえば、作業の要求度／難易度が、当該従業員
の技能に対して高すぎる場合など）、又は退屈の状態にあるかどうか（仕事が簡単すぎる
場合など）を識別することもできる。
【００３６】
　１又は複数の実施形態では、従業員の集中状態がひとたび検出されると、その情報を、
作業の習熟具合や調整を監視して、従業員の集中状態を改善したり（たとえば、休憩の推
奨、作業の再割当て、及び目標の明確化）、製造環境において生産ロットに質の低下が生
じている可能性を識別したり、技能訓練の効果を測定したり、従業員自身の生産性を改善
するための個人用インフォマティクスを生成したりするなど、従業員の作業及び業務品質
を最適化するための様々な用途に使用することができる。
【００３７】
　１又は複数の実施形態では、本発明の方法は、装着型センサ、周辺センサ、及び環境セ
ンサを使用して、従業員の様々な生理学的信号を測定することを含み、記載しているシス
テムでは、そこから従業員の感情集中の状態を推定し、且つ従業員の状態情報を管理者に
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提供したり、又はこれを、従業員自身の個人的な考察や調整に使用できるようにしている
。生理学的データは、従業員が自身の業務作業を遂行するときにリアルタイムで捕捉され
、機械学習モデルを使用して、従業員の集中状態に関する予測が立てられ、また結果とし
て得られる状態情報がダッシュボード又は他のエンドユーザアプリケーションに送信され
て、従業員又は管理者がこれを表示し、且つ操作する。
【００３８】
　図１は、生産性及び業務品質の最適化のために従業員の感情集中の状態を検出すること
を目的とした生理学的検出のシステムの例示的な実施形態を示した図である。図示してい
る実施形態では、様々な装着型センサ、周辺センサ並びに環境センサ１０１、１０２及び
１０３をそれぞれ使用して、従業員の生理学的パラメータが収集されている。様々な実施
形態では、従業員の装着型センサ１０１は、リストバンド装着型センサ、アームバンド装
着型センサ、イヤークリップセンサ、胸部ストラップセンサ、センサ付き小型イヤホン、
衣類装着型センサ及び／又はリングセンサを含んでいてもよいが、これらに限定されない
。周辺センサ１０２は、シートクッションセンサ、カメラ又はウェブカメラ、赤外線（Ｉ
Ｒ）アイトラッカ（ｅｙｅ　ｔｒａｃｋｅｒ）及び／又はマウス若しくはキーボードを含
んでいてもよいが、これらに限定されない。最後に、環境センサ１０３は、占有センサ及
び／又は近接センサを含んでいてもよいが、これらに限定されない。なお、上記のセンサ
タイプは例示的なものに過ぎず、記載している生産性及び業務品質の最適化のために従業
員の感情集中の状態を検出することを目的とした生理学的検出のシステムと共に、現存し
ているか、又は将来開発される他のタイプのセンサを使用してもよい。したがって、記載
している本発明は、特定のセンサタイプ又は構成に限定されない。
【００３９】
　１又は複数の実施形態では、様々なセンサ１０１、１０２及び１０３は、様々なセンサ
データを収集し、且つ収集されたデータをサーバ１０５に送信するように構成されている
。様々な実施形態では、前述のデータ送信を、無線（ＷＩＦＩ又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（
登録商標）低エネルギー）ゲートウェイ１０４を使用して実行してもよい。また、他の任
意のデータ送信プロトコルを使用してもよい。
【００４０】
　１又は複数の実施形態では、サーバ１０５は、受信したセンサデータを集約して同期す
るセンサデータプロセッサ１０６を実行している。またサーバ１０５は、フィーチャ抽出
部１０７、モデル更新部１０８、ユーザクエリ管理部１０９、及び注意状態予測部１１０
を実行している。その動作の過程でサーバ１０５は、前述のセンサ１０１、１０２及び１
０３が供給するセンサデータ１１１と、ユーザクエリ応答データ１１２とを使用している
。その結果、サーバ１０５は予測されたユーザ状態１１３を生成する。
【００４１】
　図２は、生産性及び業務品質の最適化のために従業員の感情集中の状態を検出すること
を目的とした生理学的検出のシステムの例示的な実施形態に関連して使用可能となる、様
々な周辺装置を示した図である。具体的には、上記のサーバ１０５は、以下の周辺装置の
うちの１又は複数と通信したり、連動して動作してもよい。具体的には、従業員に情報を
供給し、且つ従業員の応答及び／又はコマンドを受信するためのユーザインターフェース
装置２０１が設けられていてもよい。ユーザインターフェース装置２０１は、パソコン（
ＰＣ）、スマートフォン、スマートウォッチ、タブレットコンピュータ、スマートスピー
カ及び／又は人工知能（ＡＩ）アシスタントを含んでいてもよいが、これらに限定されな
い。
【００４２】
　１又は複数の実施形態では、付加的に又は代替的に、パソコン（ＰＣ）を使用して実装
できる、生産性コーチ２０２が設けられていてもよい。様々な実施形態では、生産性コー
チ２０２は、従業員の集中状態を維持するための個人向けプロンプトを従業員に提供し、
従業員による業務に関係のないアプリケーションへのアクセスを管理し、且つ従業員のた
めの目標設定、計画、及び考察アプリケーションを構成している。
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【００４３】
　１又は複数の実施形態では、スマートフォン、スマートウォッチ、ＰＣ、アンビエント
ディスプレイ、又はチャットボット若しくはスマートスピーカなどのＡＩアシスタントに
基づいて実装できる、休憩リマインダ２０３がさらに設けられていてもよい。休憩リマイ
ンダ２０３は、ユーザが休憩を適切に取るようにスケジュールを立てて促し、且つこのよ
うな休憩取得の効果を測定するように動作してもよい。
【００４４】
　１又は複数の実施形態では、ユーザの注意状態に応じて通知をミュート又はミュート解
除し、他の従業員が当該従業員のフローを妨害しないように、当該従業員の稼働状況を変
更するように構成される通知マネージャ２０４がさらに設けられていてもよい。前述の通
知マネージャ２０４を、スマートフォン、スマートウォッチ、ＰＣ及び／又は従業員のオ
フィスのドアに掲げる対応不可サインなどのオフィスディスプレイに基づいて実装しても
よい。
【００４５】
　図３は、生産性及び業務品質の最適化のために従業員の感情集中の状態を検出すること
を目的とした生理学的検出の方法並びにシステムの実施形態における、フローチャートの
例示的な実施形態を示した図である。まず、装着型センサ３０１と環境センサ３０１との
組み合わせを使用して、従業員の生理学的信号を検出する。続いて、センサデータ集約部
３０２を使用して、収集されたセンサデータを集約し、且つ同期する。その後、フィーチ
ャ抽出部３０３を使用して、センサデータから心理学的データのフィーチャを抽出する。
抽出された心理学的データのフィーチャは、生理学的フィーチャに基づいて従業員の集中
状態３０６を推定するために使用する、一般化モデル３０４又は個人化モデル３０５を訓
練するために使用される。１又は複数の実施形態では、前述の集中状態における個人化モ
デルを、ユーザが業務作業を遂行するときに自身の集中状態を自己報告するように促し、
且つ前記ユーザから受領した新たな応答に基づいて、前記モデルを更新することによって
構築してもよい。判定された従業員の集中状態３０８及びそのパターンを、情報ダッシュ
ボードを使用して表示してもよい。最後に、従業員の集中状態情報を使用して従業員の環
境を変更するか、又は中断マネージャ３０９及び休憩アドバイザ３１０を手段としたユー
ザプロンプト装置３０７を使用して、従業員に確認を促す。
【００４６】
　当業者には理解されるように、「フロー」の概念はポジティブ心理学の分野から来てい
る。フローは注意、集中、及び制御の感覚が増す中で、ある活動に完全に没頭し、且つ精
力的に従事しているときの主観的感情として定義されている。職場においてフローを経験
することは、創造性、モチベーション、及び仕事の満足度の上昇と相関することが証明さ
れている。より具体的には、以下の９つの要素がフローのような状態と関連している。
【００４７】
　（１）難易度と技能とのバランス（作業は難しいが、難易度がその人の技能に適合して
いる）、
【００４８】
　（２）行動と意識との融合（行動が自動的に感じられ、行動シーケンスを実行するため
の注意資源をほとんど又は全く必要としない）、
【００４９】
　（３）明確な目標、
【００５０】
　（４）明白なフィードバック、
【００５１】
　（５）高度な集中、
【００５２】
　（６）制御の感覚、
【００５３】
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　（７）自己意識の喪失（自己内省的思考と他者からの評価への恐れがない）、
【００５４】
　（８）時間感覚の変化（時間が通常より早く、又は遅く進むように感じ得る）、及び
【００５５】
　（９）自己目的的な経験（行動を遂行すると同時にポジティブ感情がもたらされ、これ
は内発的報酬反応、つまり、作業を遂行すること自体が目標になる感覚の一部であり得る
）。
【００５６】
　フローを経験するにあたり、最大の前提条件の１つとなるのは、従業員の技能と従業員
の業務作業における難易度とのバランスが取れていることである。たとえば、ある特定の
組立作業を遂行する訓練を受けているか、又は習熟している工場従業員が、その作業を難
しいと感じている（自身の技能を超えるほどに難しい）場合、従業員は作業を遂行すると
きに、フローの感覚を経験する可能性が高い。対照的に、高度な訓練を受けた従業員が、
自身が簡単すぎると感じる作業（従業員がより高度な技能を発揮する必要がない）を遂行
するように指示された場合、従業員はフローよりむしろ、退屈を経験する可能性が高い。
未習熟の従業員又は新人の従業員に、自身が難しすぎると感じる作業が割り当てられてい
る場合、作業の要求度が自身の技能レベルに対して高すぎる恐れがあるため、従業員は不
安とストレスとを経験する可能性が高い。したがって、従業員の技能と作業の難易度との
バランスを取ることは、従業員が業務でフローの感覚を感じるために不可欠である。
【００５７】
　当業者には理解されるように、従業員の技能又は従業員が感じる作業の難易度を測定す
ることは、必ずしも容易ではない。しかしながら、我々は従業員が作業を遂行するときに
引き起こされる生理学的反応を測定することができ、また、フロー／退屈／不安のような
異なる集中状態と相関する生理学的パターンが存在している可能性がある。
　（生理学的データ検出、集約、及びフィーチャ抽出。）
【００５８】
　本明細書に記載している１又は複数の実施形態では、装着型検出と環境型検出との組み
合わせを使用して、従業員の集中状態に関連する生理学的信号を捕捉している。使用され
る特定のセンサは、業務環境（たとえば、情報労働者のオフィス又は工場労働者の工場フ
ロア）に適していなければならない。センサは邪魔にならず、業務の遂行を妨げず、また
、従業員の集中状態が時間の経過とともに変化する可能性があるため、生理学的データを
比較的連続的に捕捉するものでなければならない。
【００５９】
　本発明の一実施形態では、従業員の心拍数、心拍変動、皮膚電位、皮膚温度、及び手の
動きを検出できる、当技術分野で周知のＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｂａｎｄ　２などの装着型
センサを使用することができる。１又は複数の実施形態では、業務作業を遂行している間
の手足の動きが大きすぎて、リストバンドのフォームファクタが実現可能でない場合に、
耳に装着又は上腕に装着する心拍センサを使用することもできる。他の実施形態では、従
業員の筋活動、血中酸素飽和度及び血中グルコースレベルを推定できる別の装着型センサ
を使用することもできる。
【００６０】
　１又は複数の実施形態では、特に従業員が職場でほとんど静止したままの状態である場
合、他の非装着型のセンサ（専門ソフトウェア又はアイトラッカを備えるウェブカメラな
ど）を使用して、従業員の瞳孔の大きさ及び瞳孔運動並びに従業員の呼吸数又は心拍数な
どの生理学的信号を収集することもでき、この場合、ウェブカメラを従業員の顔に向かっ
て取り付けることができる。
【００６１】
　なお、本明細書では、ある特定のセンサを例示のために記載しているが、本明細書に記
載している概念に関連して、他の任意の適切な装着型センサ又は非装着型センサを使用す
ることができ、したがって本発明は、本明細書に示した例示的なセンサに限定されない。
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【００６２】
　１又は複数の実施形態では、異なるセンサソースからのセンサデータがセンサゲートウ
ェイ（たとえば、モバイル機器、コンピュータ、又はサーバ）に送信され、そこでデータ
が集約され、且つ同期タイムスタンプが割り当てられる。その後、未処理の生理学的デー
タは、たとえば以下の工程の１又は複数を使用して補正される。
【００６３】
　１又は複数の実施形態では、あるパーセンテージ（たとえば、２０％）だけ異なる連続
する間隔の長さがデータから除去され、心拍数のための鼓動間隔の異常値補正が行われる
が、これはこうした鼓動がノイズと見なされるからである。付加的に又は代替的に、一方
の眼のみ又は両眼とも検出されなかった（センサのエラーのため、又は従業員の頭部が範
囲外にあるために）場合の瞳孔のデータは、無効なデータを排除する目的で削除される。
【００６４】
　１又は複数の実施形態では、皮膚電位（ＥＤＡ）のコンダクタンス値のうちで人間の皮
膚コンダクタンスとして許容範囲外であるものは、ノイズを除去する目的で削除される。
付加的に又は代替的に、皮膚電位パターンのうちで、ＥＤＡにおいて実変化又は実スパイ
クではなく動きアーチファクトを示すものは削除され、失われたデータが補間される。
【００６５】
　続いて、以下のフィーチャのうちの１又は複数が、補正されたデータに基づいて計算さ
れる。１又は複数の実施形態では、心拍変動フィーチャについては、時間領域（たとえば
、ＲＲ間隔の平均、前記間隔の標準偏差など）と周波数領域（たとえば、総電力、低周波
数、高周波数など）とを分析することによって計算されている。また、１又は複数の実施
形態では、長時間のデータ間隔又は基本データセットを通して個人について左右の瞳孔径
の正規化を行い、次いで正規化された左右の瞳孔径の平均が決定される。さらに、１又は
複数の実施形態では、皮膚電位の平均及び分散は、ある間隔にわたって決定される。
【００６６】
　またさらに、１又は複数の実施形態では、ある間隔にわたる皮膚コンダクタンス応答（
すなわち、ピーク）の数が計算されている。ピークは、まず信号の一次導関数を計算して
、ゼロ交差を探すことによって特定できる。負から正へと交差する導関数信号はピーク事
象の開始を示し得、正から負への交差は、元の信号における実ピーク応答レベルを示し得
る。従業員の以前の皮膚電位の範囲に基づいてピークの振幅の閾値を設定し、ここではよ
り小さい閾値については、ＥＤＡで非常に小さい範囲を示す従業員に使用できる。
　（従業員の集中状態の予測）
【００６７】
　１又は複数の実施形態では、検出され、且つ補正された生理学的データから得られるフ
ィーチャを、従業員の集中状態を予測するように訓練された機械学習モデルに供給するこ
とができる。１又は複数の実施形態では、様々なモデルを使用して、特定の使用事例に応
じた様々な分類を出力することができる。
【００６８】
　・フロー状態か非フロー状態か
【００６９】
　・不安状態か非不安状態か
【００７０】
　・退屈状態か非退屈状態か
【００７１】
　・待機状態か非待機状態か
【００７２】
　・フロー状態か退屈状態か不安状態か
【００７３】
　１又は複数の実施形態では、機械学習モデルを一般化して（すなわち、当該従業員のデ
ータを使用しないで訓練している）、標準的な従業員のフロー状態を予測することができ
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る。前記モデルを、特定の従業員のデータを組み込むことにより、特定の従業員用に個人
化することもできる。個人化により、より正確な予測が生成されるが、これは個々の従業
員の生理機能に固有の側面となって現れているからである。
【００７４】
　１又は複数の実施形態では、機械学習モデルの個人化においては、従業員（又は訓練を
受けた監視者）が定期的に自身の集中状態について報告することが必要となる。前記シス
テムは、スマートフォン、スマートウォッチ、又は従業員のコンピュータを介して、自身
の集中状態について報告するように従業員に対してプロンプトを提示することができる。
これらのプロンプトは、ユーザの集中状態（たとえば、退屈、不安、フロー、待機）及び
集中度に対応する一組の即答ボタンを有することができる。これらの応答は、応答に時間
的に先行するデータの間隔に関連している。個人化モデルは、これらの追加の事例を使用
して自身を再訓練し、従業員の生理学的フィーチャと集中状態との関係を更新し、且つそ
の動作を改善することができる。
【００７５】
　１又は複数の実施形態では、システムプロンプトは従業員の集中状態を変更してもよい
。あまり応答を求めない代替形態の１つは、休憩時間中や、従業員が業務作業を遂行して
いないときなどの、事後の集中状態の分類付けを促すことである。従業員が有する、以前
の作業時間（その日の早い時間帯）における集中状態を想起するメタ認知能力を支援する
ために、作業中に環境的キューを受け取り、これをプロンプトを提示して示すことができ
る。キューには従業員のコンピュータ画面のスクリーンショット、従業員のビデオ、又は
職場の周囲の音声を含めることができる。
　（モデルの訓練及び再訓練の例示的な手順）
【００７６】
　１又は複数の実施形態では、以下の例示的な手順を使用して、前述の人物の集中状態を
予測するためのモデルを訓練且つ再訓練している。当業者には理解されるように、以下の
手順は例示的なものに過ぎず、他の適切な手順が記載している目的のために使用され得る
ので、これを限定的な意味で解釈するべきではない。
【００７７】
　データチャンク（ｄａｔａ　ｃｈｕｎｋｉｎｇ）：新たなデータについては、そのフレ
ームの特性を示すのに必要な最小サンプル数に基づいて、まず適切な長さのウィンドウに
対してチャンクが実行される。所与の任意のフィーチャに関する最小サンプル数を含まな
いウィンドウがあれば、必要に応じて破棄又はアップサンプリングされる。たとえば、心
拍変動の周波数領域統計を計算するには、分析のために最小心拍数が必要となる（採用す
る特定の分析に応じて構成可能でなければならない）。必要な数よりも少ない心拍数がウ
ィンドウに記録された場合、心拍数を最小カウントにアップサンプリング（ｕｐｓａｍｐ
ｌｅ）するか、又は訓練データからウィンドウを破棄することができる。ウィンドウは、
構成可能な期間によって互いに重複することもある。ウィンドウの長さと重複とは、各ユ
ーザと予測における所望の時間粒度とに基づいて調整できるハイパーパラメータである。
【００７８】
　フィーチャ計算：フィーチャのベクトルは、そのウィンドウからのセンサデータに基づ
いて計算されている。フィーチャの例を前項に記載している。このベクトルはまた、ユー
ザの集中状態でラベル付けされている。
【００７９】
　標準化：ベクトルのフィーチャは、そのユーザのために捕捉されたデータ内で標準化さ
れ、異なるユーザ間の個人差の背景を明らかにしている。標準化では、ユーザの各フィー
チャの範囲を計算し、未処理の非標準フィーチャ値を０（最小）～１（最大）などの標準
範囲にマッピングするか、又は平均の中央値が０にある場合は、１及び－１が平均から１
標準偏差を表している。
【００８０】
　モデル訓練と予測：ラベル付けされたフィーチャのベクトルは、データ点と決定境界と
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の間の損失関数を最小化する確率的勾配降下法又はニュートン法を用いて、ＳＶＭ又はロ
ジスティック回帰などの訓練ルーチンに渡されている。フィーチャの時間ウィンドウを入
力し、最も高い確率のクラスを返すことによって、当該モデルから予測が行われている。
【００８１】
　集約：前記モデルは特定の大きさの時間ウィンドウで訓練されているので、予測はウィ
ンドウの大きさに多少依存している可能性がある。ウィンドウの大きさが大きい場合、小
さなウィンドウが大きなウィンドウの予測を表すように、小さなウィンドウの予測を集約
する必要がある。簡単な方法としては、単にすべての小さなウィンドウにおける多数派の
予測を選択して、大きなウィンドウを分類するという方法がある。大きなウィンドウにつ
いては、前記予測が複数の小さなウィンドウにわたってどのように変化するかを分析する
ことによって、より詳細に特徴付けることもできる。たとえば、大きなウィンドウの前半
が主に１つのクラス、たとえば「フロー」を有し、その後半が主に別のクラス、たとえば
「不安」を有する場合、大きなウィンドウを「欲求不満が増大中」として分類することが
できる。これらの上位レベルの状態は、現在の状態だけでなく、時間の経過に伴う状態の
変化をも検出することに依存するアプリケーションに有用であり得る。
【００８２】
　強化：前記システムは、ユーザの特定のパラメータに応じてその動作を個人化すること
ができる。前記システムは、ユーザに自身の注意状態を自己報告するようにプロンプトを
送信することができる。前記プロンプトを、携帯電話、職場のコンピュータ、スマートウ
ォッチ、又はスマートスピーカなどのユーザインターフェース装置に送信することができ
る。前記プロンプトへの応答は、プロンプトに時間的に先行するデータのウィンドウにラ
ベル付けするために使用されている。ラベル付けされたウィンドウは、モデルを再訓練す
るために、上記の工程に従って使用されている。前記プロンプトのタイミング及びコンテ
キストは、前記システムによってもカスタマイズできる。たとえば、前記プロンプト送信
のスケジュールは、その日のほとんどをカバーするために半定期的且つ断続的とすること
ができる。前記スケジュールは、ユーザインターフェース装置によって捕捉されたコンテ
キストイベント（ｃｏｎｔｅｘｔｕａｌ　ｅｖｅｎｔｓ）によってトリガされてもよい。
たとえば、スマートウォッチ又はスマートフォンは、ユーザがしばらくの間着座していた
ことを検出し、その瞬間にユーザに確認を促すことができる。前記システムは、ユーザに
よるユーザインターフェース装置の操作に基づいてトリガされてもよい。たとえば、ユー
ザが職場のコンピュータ又はスマートフォンで特定のアプリケーションを起動した後に、
プロンプトをトリガすることができる。前記プロンプトの方式は、コンテキストに応じて
変更することもできる。たとえば、ユーザがすでにスマートフォンを使用している場合は
、スマートフォンにプロンプトを表示できる。ユーザの応答の速さ（又は応答の不供給）
により、その後のプロンプトを同じコンテキストで提示すべきかどうかを判定することも
できる。さらに、前記システムは、予測の不確実性を利用して、いつプロンプトを提示す
るかを決定することもできる。たとえば、現在の状態が、２つの注意状態間の決定境界に
非常に近い値を有するインスタンスに一致する場合、プロンプトを提示することができる
。追加的にラベル付けされたインスタンスは、注意状態の分類及び検出の改善に役立つ追
加情報を供給できる。したがって、注意状態を自己報告するためのプロンプトをトリガす
るにあたり使用されるルーチンを、１）今後学習する追加のインスタンスを収集し、２）
ユーザへの妨害を最小限に抑えるために、前記システムによってカスタマイズし、且つ駆
動することができる（またそうすべきである）。
　（使用事例１：集中状態を保ちながらの作業中断及び休憩の管理）
【００８３】
　１又は複数の実施形態では、従業員の集中状態の予測を使用して、個々の従業員の労働
条件を改善し、自身の業務において集中状態を達成又は維持できるようにして、従業員が
より生産的になるように導くことができる。
【００８４】
　１又は複数の実施形態では、前記システムの中断マネージャモジュールは、従業員の集
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中状態の予測を使用して、特定の業務に関係のないアプリケーション又はウェブサイトへ
のアクセスと、電子メール、テキストメッセージ、Ｓｌａｃｋなどからの通知の受信とを
遮断又は有効にすることができる。たとえば、従業員がフロー状態から退屈状態へと移行
していることが検出された場合、集中したフローの状態から従業員を引き戻す恐れのある
業務に関係のないウェブサイト又は気を散らす通知を遮断することは有益である可能性が
あり、これがユーザが集中したフローの状態を維持する一助となり得る。従業員が深く集
中している状態にあっては、自ら注意散漫を招くようなことをする可能性は低くなると思
われ、このため、前記システムは通常の通知の受信とすべてのウェブサイトへの自由なア
クセスを許可して、業務目的でこれらを自由に使用できるようにしている。
【００８５】
　１又は複数の実施形態では、前記システムの休憩アドバイザモジュールは、従業員自身
の集中状態に応じて従業員に休憩を取るべき時間を推奨することができる。たとえば、前
記システムが従業員がある時間帯に不安状態にあることを検出した場合、前記システムは
、休憩を取ってストレスレベルを低下させるようにユーザに推奨することができる。また
、前記モジュールは、従業員が退屈を感じたときに休憩を取るように推奨し、休憩から復
帰したときに集中状態に入るように、具体的な作業工程を推奨することもできる。休憩ア
ドバイザは、前記システムによる集中状態の予測を使用して、休憩取得による影響を測定
でき、これはつまり、従業員が休憩後、（いかに迅速に）集中したフローの状態に入って
いったかどうかを測定することである。
　（使用事例２：集中状態を保つための作業割当て及び業務品質の管理）
【００８６】
　業務作業中の従業員の集中状態を知ることにより、従業員の技能レベルがその業務作業
にどの程度適しているかを管理者が良好に理解できるようになる。たとえば、新しく訓練
を受けた従業員は、新たに学習した作業に最初は不安を感じる恐れがあるが、ひとたびよ
り実用的な技能を身に付け、経験を積むと、その従業員は徐々に集中したフローの状態に
移行する可能性がある。長期間同じ作業をこなしている従業員は、その作業が簡単すぎる
せいで退屈を経験する可能性があり、このせいでより刺激を求めるあまり、その作業に集
中できず、ミスの発生につながる恐れがある。したがって、より困難な作業を割り当てる
ことにより、この従業員の能力を最大限に活用することができる。生理学的に得られた集
中状態は、従業員が作業をどの程度習得したかを示す指標となり得る。
【００８７】
　工場のラインで従業員を担当する管理者の事例について考察されたい。前記ラインにい
る従業員が集中力を失うか、又は注意散漫になると（内部的又は外部的な妨害のいずれか
のために）その従業員は多くのミスを犯す可能性があり、また業務の品質も低下すること
になる。前記管理者は、管理ダッシュボードを介して各従業員の集中状態についてほぼリ
アルタイムの指標を受信することができ、その例示的な実施形態については図４及び図５
に示している。図４に示すように、前述のダッシュボード４０１は、ウェブクライアント
又はダッシュボード４０４を使用してアクセスされるウェブサーバ４０２に基づいて、実
装されている。ウェブサーバは、従業員割当て４０３と、生産ログ４０５とを含む従業員
データを使用している。最後に、ウェブサーバ４０２は、実生産ライン４０６とインター
フェースしてもよい。
【００８８】
　図５に示す管理ダッシュボード５００は、予測された集中状態情報５０１と、生産ログ
データベースデータ５０２と、従業員割当てログ５０３とを受信し、この情報を生産管理
者に表示している。前記ダッシュボードには、工場ラインにいる各従業員の現在の集中状
態と集中状態の履歴とを表示でき（図６を参照）、これは、生産ラインの様々な作業場６
０１～６０６にいる従業員の集中状態６０７～６１２を示すダッシュボードの実施例であ
る。従業員の集中レベル評価（６１１）にカーソルを置くと、その従業員の詳細６１３が
表示される。前記ダッシュボードは、特定の期間（たとえば、毎日、毎週、毎月、毎年）
にわたる従業員の集中レベル、生産性、及び作業割当てについて要約したレポートを生成
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することもできる。このレポートは、管理者がその作業に従業員が適合しているかを評価
したり、追加のトレーニングが必要であるかを判断したり、又は従業員自身が職場での自
身の生産性を自己評価したりするのに使用することができる。
【００８９】
　管理者は、集中力の低下した特定の従業員の事例に対して、当該従業員に休暇を取らせ
たり、ラインにおける役割を交代させたり、ミスを発見するために、単に行動又は作業の
様子をより注意深く監視したりすることによって、取り組むことができる。前記システム
は、ラインにおいて異なる役割又は作業６０１～６０６を実行中の従業員の集中状態を追
跡することができ、またどの作業に従業員が最も集中しがちであり、当該従業員がフロー
の状態に入っていくために、追加的にどの技能訓練又は経験を必要としている可能性があ
るかについて、管理者に推奨することができる。管理者は、予測された従業員の集中状態
を使用して、従業員の作業環境を調整した場合（たとえば、新しいツール、新しい手順、
新しいチームを導入するなど）の、従業員の作業に注意を向けたり集中したりする能力へ
の影響を測定することもできる。
【００９０】
　各従業員には、最終組立体の一部である特定の部品に相当する特定の機能を、ラインに
おいて具体的に割り当てられるので、管理者は、ある部品に割り当てられた従業員の集中
状態を、その部品が組み立てられたときの潜在的な品質を表す指標として使用することが
できる。たとえば、特定の部品を担当する一群の従業員の集中状態が、午前中に全員低レ
ベルを示したことがダッシュボードによって判明した場合、その生産ロットにタグを付け
て、品質保証検査及び検証の追加実施を指示することができる。生産システムでは、検査
すべき製品をラインから無作為に選択するだけでなく（今日の一般的な実施方法のように
）、度々製造誤差の潜在的な原因となる低い又は可変レベルの集中状態を、測定において
当該従業員が示した時点に該当する製品を選択することができる。
【００９１】
　異なる集中状態を誘発するように設定された作業に対して、従業員がどのような生理学
的反応を示すかを測定するための基礎研究が行われた。この研究から収集されたデータを
使用して、業務作業（オフィスの）を遂行しているときの従業員の集中状態を予測するた
めの機械学習モデルを構築した。
【００９２】
　基礎研究の参加者（すべての研究者）は、自身の技能と難易度とのバランスにおいて差
がある３つの異なる作業を遂行するように指示され、前記作業は、スプレッドシートを編
集すること（退屈な気分につながる「簡単すぎる」状態）と、なじみのないテーマに関す
る特許文書を読むこと（不安感につながる「難しすぎる」状態）と、自身の業務に関連の
ある研究論文を読む又は要約すること（フローのような状態に相当する「技能と作業の難
易度とのバランスが取れた」状態）と、を含む。各参加者は、これらの作業をそれぞれ２
０～２５分間、順不同で実行した。各作業の間に、参加者は自然の写真を表示するスライ
ドショーを見ながら３分間休憩した。各作業の後、参加者は作業について、難易度、及び
フローの様々な特性の点で評価するアンケートへの回答を完了した。アンケートの回答か
ら、前記作業に関して、研究論文の作業が他の作業と比べて最もフローのような状態をも
たらし、特許文書の作業が難しすぎると判断され、スプレッドシートの作業が退屈で、簡
単すぎると判断されるという、意図された操作効果があったことが分かった。
【００９３】
　前記研究を通じて、手首装着型装置であって、心拍数データ、皮膚電位、皮膚温度、及
び加速度データ又はジャイロデータ（当該モデルには含まれていない）を収集するＭｉｃ
ｒｏｓｏｆｔＢａｎｄ２を使用しながら生理学的データを収集した。追加の心拍数データ
も、耳たぶに留めるセンサを使用して収集した。Ｔｏｂｉｉ社のアイトラッカを使用して
、参加者の瞳孔の大きさを追跡した。
【００９４】
　未処理のセンサデータから得られたフィーチャに基づいて、様々なタイプの分類器（た
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とえば、ＳＶＭ、決定木、ランダムフォレストなど）を使用する機械学習モデルが、様々
な集中状態を識別するために開発された。ＳＶＭを使用した初期のフィーチャ群及びモデ
ルパラメータ群による予備的な結果では、前記モデルが約７２％の精度でフロー状態と非
フロー状態とを区別できることを示している。前記モデルは、約８０％の精度で不安状態
と非不安状態とを区別することができる。休憩（待機）時間帯については、９７％近くの
精度で作業時間帯と区別することができる。
【００９５】
　これらの予備的な結果は、生理学的信号に基づいて、職場設定において集中状態を区別
することができるという最初の証拠を提供しているので、有望である。
　（例示的なコンピュータプラットフォーム）
【００９６】
　図７は、生産性及び業務品質の最適化のために従業員の感情集中の状態を検出すること
を目的とした生理学的検出のためのコンピュータシステム７００における例示的な実施形
態を示した図である。１又は複数の実施形態では、コンピュータシステム７００を、当業
者に周知のデスクトップコンピュータのフォームファクタ内に実装してもよい。別の実施
形態では、コンピュータシステム７００を、ラップトップ型若しくはノート型パソコン、
又はスマートフォン若しくはタブレットコンピュータなどの他の任意のモバイルコンピュ
ーティング装置に基づいて実装してもよい。
【００９７】
　コンピュータシステム７００は、コンピュータシステム７００の様々なハードウェアコ
ンポーネントを介して且つその間で情報を送信するためのデータバス７０４又は他の相互
接続機構若しくは通信機構と、情報を処理し、且つ他の計算及び制御タスクを実行するた
めにデータバス７０４と電気的に結合される中央処理装置（ＣＰＵ又は単にプロセッサ）
７０１とを含んでいてもよい。コンピュータシステム７００はまた、様々な情報とプロセ
ッサ７０１によって実行される命令とを記憶するためにデータバス７０４に結合される、
ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）又は他の動的記憶装置などのメモリ７１２を含む。メ
モリ７１２はまた、磁気ディスク、光ディスク、ソリッドステートフラッシュメモリ装置
、又は他の不揮発性ソリッドステート記憶装置などの永続記憶装置を含んでいてもよい。
【００９８】
　１又は複数の実施形態では、メモリ７１２を、プロセッサ７０１による命令を実行して
いる間に、テンポラリ変数又は他の中間情報を記憶するために使用してもよい。コンピュ
ータシステム７００は、所望により、プロセッサ７０１のための静的情報及び命令を記憶
するためにデータバス７０４に結合される、読取専用メモリ（ＲＯＭ又はＥＰＲＯＭ）７
０２又は他の静的記憶装置をさらに含んでいてもよく、その例としては、コンピュータシ
ステム７００の操作に必要なファームウェア、基本入出力システム（ＢＩＯＳ）、及びコ
ンピュータシステム７００の様々な構成パラメータが挙げられる。
【００９９】
　１又は複数の実施形態では、コンピュータシステム７００は、コンピュータシステム７
００のユーザに様々な情報を表示するために、データバス７０４に同様に電気的に結合で
きる表示装置７１１を組み込んでいてもよく、その例としては、ユーザの予測された注意
状態を表示するためのユーザインターフェースが挙げられる。別の実施形態では、表示装
置７１１はグラフィックコントローラ及び／又はグラフィックプロセッサ（図示せず）に
関連付けられていてもよい。表示装置７１１を、たとえば薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）技
術又は有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）技術（双方とも当業者には周知である）を用いて
製造される液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）として、実装してもよい。様々な実施形態では、
表示装置７１１を、コンピュータシステム７００の残りのコンポーネントと同じ汎用エン
クロージャ（ｇｅｎｅｒａｌ　ｅｎｃｌｏｓｕｒｅ）に組み込んでいてもよい。別の実施
形態では、表示装置７１１を、そのようなエンクロージャの外側であるテーブル又は机の
表面上などに配置してもよい。１又は複数の実施形態では、コンピュータシステム７００
は、マイクロフォンなどの音声キャプチャ装置７０３をさらに組み込んでいてもよい。
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【０１００】
　１又は複数の実施形態では、コンピュータシステム７００は、データバス７０４に電気
的に接続され、且つ当業者には周知のＭＰＥＧ－３ファイルなどの様々な音声ファイル、
又はＭＰＥＧ－４ファイルなどの様々な動画ファイルの音声トラックを再生するように構
成される音声再生装置７２５をさらに組み込んでいてもよい。このために、コンピュータ
システム７００は、放棄プロセッサ又はサウンドプロセッサ若しくは同様の装置（図示せ
ず）を組み込んでいてもよい。
【０１０１】
　１又は複数の実施形態では、コンピュータシステム７００は、マウス又はポインティン
グ装置７１０などの１又は複数の入力装置を組み込んでいてもよく、前記マウス又はポイ
ンティング装置７１０の例としては、プロセッサ７０１に方向情報とコマンド選択とを送
信し、且つ表示装置７１１上のカーソル移動を制御するためのマウス、トラックボール、
タッチパッド、又はカーソル方向キーが挙げられる。この入力装置は、典型的には第１の
軸（たとえば、ｘ）及び第２の軸（たとえば、ｙ）の２つの軸において２つの自由度を有
し、これにより、前記装置が平面内の位置を特定することができる。
【０１０２】
　コンピュータシステム７００は、画像及び動画、並びにプロセッサ７０１へのユーザコ
マンド（ジェスチャを含む）を含むが、これらに限定されない情報を送信するために、ウ
ェブカメラ７２６とキーボード７０６とをさらに組み込んでいてもよく、これらをすべて
データバス７０４に結合していてもよい。
【０１０３】
　１又は複数の実施形態では、コンピュータシステム７００は、データバス７０４に結合
されるネットワークインターフェース７０５などの通信インターフェースを、さらに含ん
でいてもよい。ネットワークインターフェース７０５を、ＷＩＦＩインターフェース７０
７、セルラーネットワーク（ＧＳＭ（登録商標）又はＣＤＭＡ）アダプタ７０８及び／又
はローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）アダプタ７０９のうちの少なくとも１つを使用
して、コンピュータシステム７００とインターネット７２４との接続を確立するように構
成していてもよい。ネットワークインターフェース７０５を、コンピュータシステム７０
０とインターネット７２４との双方向データ通信を可能にするように構成していてもよい
。ＷＩＦＩアダプタ７０７は、当業者に周知の８０２．１１ａ、８０２．１１ｂ、８０２
．１１ｇ、及び／又は８０２．１１ｎプロトコル並びにＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）
プロトコルに準拠して動作してもよい。コンピュータシステム７００のＬＡＮアダプタ７
０９を、たとえばインターネットサービスプロバイダのハードウェア（図示せず）を使用
してインターネット７２４とインターフェースされている対応するタイプの電話回線に、
データ通信接続を提供するための統合サービスデジタルネットワーク（ＩＳＤＮ）カード
又はモデムを使用して実装してもよい。別の実施例として、ＬＡＮアダプタ７０９は、互
換性のあるＬＡＮ及びインターネット７２４へのデータ通信接続を提供するローカルエリ
アネットワークインターフェースカード（ＬＡＮ　ＮＩＣ）であってもよい。例示的な実
装形態では、ＷＩＦＩアダプタ７０７、セルラーネットワーク（ＧＳＭ（登録商標）又は
ＣＤＭＡ）アダプタ７０８及び／又はＬＡＮアダプタ７０９は、様々なタイプの情報を表
すデジタルデータストリームを搬送する電気信号若しくは電磁信号を送受信している。
【０１０４】
　１又は複数の実施形態では、インターネット７２４は、通常１又は複数のサブネットワ
ークを介して、他のネットワークリソース（ｎｅｔｗｏｒｋ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ）にデー
タ通信を提供している。したがって、コンピュータシステム７００は、リモートメディア
サーバ、ウェブサーバ、他のコンテンツサーバ、及びその他のネットワークデータストレ
ージリソースなど、インターネット７２４のあらゆる場所に位置する様々なネットワーク
リソースにアクセスすることができる。１又は複数の実施形態では、コンピュータシステ
ム７００は、ネットワークインターフェース７０５を手段とするインターネット７２４を
含む様々なネットワークを介して、アプリケーションプログラムコードを含むメッセージ
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、メディア及び他のデータを送受信するように構成されている。インターネットの例では
、コンピュータシステム７００がネットワーククライアントとして動作するとき、コンピ
ュータシステム７００は、自身において実行されるアプリケーションプログラムのための
コード又はデータを要求してもよい。同様に、コンピュータシステム７００は、様々なデ
ータ又はコンピュータコードを他のネットワークリソースに送信してもよい。
【０１０５】
　１又は複数の実施形態では、メモリ７１２に含まれる１又は複数の命令のうちの１又は
複数の列をプロセッサ７０１が実行することに応答して、本明細書に記載している機能が
コンピュータシステム７００によって実装されている。このような命令は、別のコンピュ
ータ可読媒体からメモリ７１２に読み込まれてもよい。メモリ７１２に含まれる命令列を
実行することにより、プロセッサ７０１は、本明細書に記載の様々な処理工程を実行して
いる。別の実施形態では、本発明の実施形態を実装するために、ソフトウェア命令の代わ
りに、又はこれと共にハードワイヤード回路を使用してもよい。したがって、本発明にお
いて記載されている実施形態は、ハードウェア回路及び／又はソフトウェアのいかなる特
定の組み合わせにも限定されない。
【０１０６】
　本明細書で使用する「コンピュータ可読媒体」という用語は、実行のためにプロセッサ
７０１に命令を提供することに関与する任意の媒体を指す。コンピュータ可読媒体は、本
明細書に記載している方法及び／又は技術のいずれかを実装するための命令を搬送できる
、機械可読媒体の単なる一例に過ぎない。このような媒体は、不揮発性媒体及び揮発性媒
体を含むが、これらに限定されないあらゆる形態を取っていてもよい。
【０１０７】
　非一時的なコンピュータ可読媒体の共通形式としては、たとえば、フロッピー（登録商
標）ディスク、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁気テープ、又は他の任意の磁
気媒体、ＣＤ－ＲＯＭ、他の任意の光学媒体、パンチカード、穿孔テープ、穴あき形態の
他の任意の物理媒体、ＲＡＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、フラッシュＥＰＲＯＭ、フラッシ
ュドライブ、メモリカード、他の任意のメモリチップ又はカートリッジ、又はコンピュー
タが読み取ることができる他の任意の媒体を挙げることができる。様々な形態のコンピュ
ータ可読媒体を、実行のために１又は複数の命令のうちの１又は複数の列をプロセッサ１
５０１に搬送することに関与させてもよい。たとえば前記命令は、最初にリモートコンピ
ュータから磁気ディスク上に搬送されてもよい。また、リモートコンピュータは、前記命
令をその動的メモリにロードし、インターネット７２４を介して前記命令を送信すること
ができる。具体的にはコンピュータ命令を、当技術分野で周知の様々なネットワークデー
タ通信プロトコルを使用して、インターネット７２４を介して、前述のリモートコンピュ
ータからコンピュータシステム７００のメモリ７１２にダウンロードしてもよい。
【０１０８】
　１又は複数の実施形態では、コンピュータシステム７００のメモリ７１２は、以下のソ
フトウェアプログラム、アプリケーション又はモジュールのいずれかを記憶していてもよ
い。
【０１０９】
　１．基本システムサービスを実装し、コンピュータシステム７００の様々なハードウェ
アコンポーネントを管理するためのオペレーティングシステム（ＯＳ）７１３。オペレー
ティングシステム７１３の例示的な実施形態は当業者には周知であり、現在知られている
か、又は今後開発されるモバイルオペレーティングシステムを含んでいてもよい。
【０１１０】
　２．アプリケーション７１４は、たとえば、コンピュータシステム７００のプロセッサ
７０１によって実行されるソフトウェアアプリケーション一式を含んでいてもよく、前記
ソフトウェアアプリケーション一式は、コンピュータシステム７００に、表示装置７１１
上でグラフィカルユーザインターフェースを表示したり、生産性及び業務品質の最適化の
ために従業員の感情集中の状態を検出することを目的とした生理学的検出を実行するなど
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１４は、生産性及び業務品質の最適化のために従業員の感情集中の状態を検出することを
目的とした生理学的検出のための、発明性のあるアプリケーション７１５を含んでいても
よい。
【０１１１】
　３．データ記憶装置７２１は、たとえばセンサデータ１１１、ユーザクエリ応答データ
１１２、及び予測されたユーザ状態１１３など、注意状態の予測に使用する様々なデータ
構造体７２２を記憶していてもよい。
【０１１２】
　１又は複数の実施形態では、生産性及び業務品質の最適化のために従業員の感情集中の
状態を検出することを目的とした生理学的検出のための発明性のあるアプリケーション７
１５は、センサデータプロセッサ１０６、フィーチャ抽出部１０７、モデル更新部１０８
、ユーザクエリ管理部１０９、及び注意状態予測部１１０を組み込んでいる。
【０１１３】
　最後に、本明細書に記載しているプロセス及び技術は、本質的にいずれの特定の装置に
も関連しておらず、またコンポーネントの任意の適切な組み合わせによって実装されても
よいことが理解される。さらに、本明細書に記載の開示に従って、様々なタイプの汎用装
置を使用してもよい。また、本明細書に記載の方法の工程を実行するための専用装置を作
製すると有利であることが判明し得る。本発明を特定の実施例に関連して説明してきたが
、これらはあらゆる点で限定的ではなく例示的であるように意図されている。当業者は、
ハードウェア、ソフトウェア、及びファームウェアにおける様々な組み合わせが本発明を
実施するのに適していることを理解する。たとえば、記載しているソフトウェアをアセン
ブラ、Ｃ／Ｃ＋＋、オブジェクティブＣ、パール、シェル、ＰＨＰ、ジャバなどの多種多
様なプログラミング言語若しくはスクリプト言語、及び現在知られているか、又は今後開
発されるプログラミング言語若しくはスクリプト言語において実装してもよい。
【０１１４】
　さらに当業者には、本明細書の考察及び本明細書に開示した本発明の実施から、本発明
の他の実装形態が明らかとなる。記載している実施形態の様々な態様及び／又は構成要素
を、生産性及び業務品質の最適化のために従業員の感情集中の状態を検出することを目的
とした生理学的検出のシステム並びに方法において単独で、又は任意の組み合わせで使用
してもよい。本明細書及び実施例は例示的なものとしてのみ考慮されることが意図され、
本発明の真の範囲及び精神は、以下の特許請求の範囲によって示される。



(20) JP 2019-145067 A 2019.8.29

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】



(21) JP 2019-145067 A 2019.8.29

【図６】 【図７】



(22) JP 2019-145067 A 2019.8.29

フロントページの続き

(72)発明者  スミート　ジェイン
            アメリカ合衆国　９４３０４　カリフォルニア州　パロアルト　ポータードライブ　３１７４　エ
            フエックス　パロアルトラボラトリーインク内
Ｆターム(参考) 4C038 PP03  PQ06 
　　　　 　　  5L049 AA04  AA20 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

